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本ニュースレターの内
容は、一般的情報を参
考のためのみに供する
ものであり、具体的な個
別の案件に対するアド
バイスが必要な場合は、
EY台湾にご相談くださ
い。本ニュースレターの
内容について、ご不明
な点などがございました
ら、いつでもサポートを
いたしますので、ご遠慮
なくお申し付けください。

今回の内容

台湾における中間納税制度の概要、及び
新型コロナウィルス感染症の影響による法人所得税の
中間納付の免除

► 今回お伝えしたいポイント

► 台湾における税務申告期限及び中間納付の概要について

► 新型コロナウィルス感染症による中間納付の免除

► 中間納付の免除の条件と申請の概要

► 前書き

一部免除可能な場合を除き、営利事業者は、前年の会計年度終了後9ヶ月

目において、営利事業所得税(法人所得税) の中間納付を行う必要がありま

す。但し、7月31日に公布された解釈令により、新型コロナウィルス感染症

(COVID-19)の影響に鑑みて、条件を満たす会社については中間納付が免

除されることになりました。

今回は、台湾における中間納付制度の概要、及び当該解釈令のポイントを説

明致します。
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台湾における税務申告の期限と中間納付の概要

法人所得税の申告スケジュール

台湾において会社や支店等の事業場所を設けている場合、原則として、会計年度終了後5

ヶ月目に法人所得税の申告を行う必要があります。課税所得が発生していれば、このタイミ

ングで併せて納税を行うことになります。また、中間納付制度があり、一定の条件を充たし

中間納付が免除される場合を除き、会計年度終了後9ヶ月目(中間期末より3ヶ月目)に後述

の方法により中間納付を行う必要があります。

なお、決算日の基準となる会計年度は、税務当局へ届け出を行い許可を得れば自由に設

定することができます。新たに法人を設立した時等において、税務当局へ届け出を行わない

場合には自動的に暦年制、つまり12月決算となります。

年度末確定申告と中間納付の具体的なタイムラインは以下の通りとなります。

中間納付の方法

中間納付にかかる申告の方法、及びそれぞれの要件は以下の通りとなります。

＜年度末確定申告と中間納付のタイムライン＞

前年度
決算日

年度確定
申告期限

年度決算日
から5ヶ月目

年度末
決算日

中間
期末日

中間
納付期限

• 12月31日

• 03月31日

• 05月31日

• 08月31日

• 12月31日

• 03月31日

• 06月30日

• 09月30日

• 09月30日

• 12月31日

上段：12月決算／下段3月決算

申告方法 要件

前年度の営利事業所得税確定申告納付

税額の2分の1相当額を中間仮納付税額

とする方法

一般の営利事業者に適用される

但し、投資控除・行政救済控除及び源泉徴収

税額は中間仮納付税額との相殺控除をせず、

かつ自ら国庫に中間仮納付税額を納付する

場合は申告不要

当年度の最初の6か月の営業収入総額

を以て中間仮納付税額を計算する方法

1.会社組織に該当する営利事業者

2.会計帳簿を完備している

3.青色申告書を使用するまたは会計士の監

査を受けている

4.所定期限内に中間仮納付を申告する

前年度期末日
から9ヶ月目
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新型コロナウィルス感染症による中間納付の免除

財政部解釈令

2020年7月31日、財政部より台財税字第10904595840号令が公布されました。これによ

り、もし、営利事業者が新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響を受け、「嚴重特殊傳

染性肺炎防治及紓困振興特別條例(以下、新型コロナウィルスに関する特別条例)」の施行

期間内（2020年1月15日から2021年6月30日まで）において特定の状況に該当する場合、

所得税法第69条第6号の規定に基づき2020年度の営利事業所得税の中間納付の実施を

免除することができるものとされました。

申請プロセス及び添付書類

所得税法第67条第1項に定められた営利事業所得税中間納税の申告期間において、申請
書（添付参照）及び関連する証明書類を添付の上、当該管轄の徴税機関に対して申請の提

出を行います。

適用期間
新型コロナウィルスに関する特別条例の施行期間内（2020年1月

15日から2021年6月30日まで）

右のいずれかの

状況に該当する

場合、申請書類

を添付し適用申

請が可能

1. 各事業にかかる中央主管機関が新型コロナウィルス特別条例第

9条第3項の授権により制定した方法に基づき救済に関する措

置を提供している場合。

2. その他、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、短期間にお

いて売上収益が大きく減少した場合（例えば、2020年1月からい

ずれかの連続2ヶ月の平均売上高が2019年12月以前の6ヶ月

または前年同期の平均売上高より15％以上減少した場合）。

右のいずれかの

状況に該当する

場合は申請の提

出をする必要は

なく、直接適用

可能

1. 2020年3月19日台財税字第10904533690号令(各税の延期

または分割納付にかかる解釈令)に基づき、営利事業所得税、

営業税、貨物税、タバコ・酒税、特殊貨物及び役務税税額の納

付の延期又は分割納付の申請が許可された場合。

2. 2020年5月13日台財税字第10904556490号令(営業税過大

納付額の還付にかかる解釈令)に基づき営業税の過大納付税額

の還付の申請が許可された場合。

解釈令のポイント

結論

前ページの通り、所得税法第67条の規定により営利事業者は毎年の前年度会計年度終了

日より9ヶ月目に営利事業所得税の中間申告及び納税を行う必要があります。但し、今年度

については新型コロナウィルス感染症による経済的影響と企それに伴う業の利益の前年度

からの減少の影響に鑑みて、本解釈令が公布されています。新型コロナウィルス感染症に

よって資金繰りに影響がある場合、一定の条件を満たす営利事業者は、本解釈令の適用に

よって2020年度の営利事業所得税の中間申告納税の免除の申請が可能となっています。
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添付－申請書類
クリックして申請書をダウンロード

https://law.dot.gov.tw/filedownload?file=newlaw/202007301104070.pdf&filedisplay=10904595840%E9%99%84%E4%BB%B6.pdf&flag=doc
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摘要：

營利事業因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響免辦理109年度營利事業所得稅暫繳之規定。

說明:

一、營利事業因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興

特別條例施行期間(109年1月15日至110年6月30日)內，符合下列情形之一者，得依所得稅法第69條

第6款規定免辦理109年度營利事業所得稅暫繳：

(一)經中央目的事業主管機關依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條第3項授權訂定之辦

法，提供紓困相關措施。

(二)其他因疫情影響，致短期間內營業收入驟減(例如自109年1月起任連續2個月，其平均營業額較108

年12月以前6個月或前1年同期平均營業額減少達15%)。

二、符合前點規定之營利事業，應於所得稅法第67條第1項規定辦理營利事業所得稅暫繳申報期間內，

檢具申請書(如附件)及相關證明文件，向該管稽徵機關提出申請。但其於辦理暫繳申報期間開始前，已

依本部109年3月19日台財稅字第10904533690號令申請並經核准延期或分期繳納營利事業所得稅、

營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額者，或已依本部109年5月13日台財稅字第

10904556490號令申請並經核准退還營業稅溢付稅額者，得適用前點規定，免再提出申請。

参考：2020年7月31日台財税字第10904595840號令

各税の延期または分割納付にかかる解釈令

摘要：

核釋外國專業人才延攬及僱用法第9條因工作而首次核准在我國居留之適用要件。

說明:

一、納稅義務人於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間（109年1月15日至110

年6月30日）內，受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響且不能於規定繳納期間繳清稅捐者，

得依稅捐稽徵法第26條規定，於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。主管稅捐稽

徵機關受理後，得酌情核准延期繳納之期限1至12個月或分期繳納之期數2至36期（每期以1個月計

算），不受「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條第3項規定之限制。

二、納稅義務人對核准延期或分期繳納之任何一期應繳稅捐，未如期繳納者，稅捐稽徵機關應依稅捐稽

徵法第27條規定辦理。

参考：2020年3月19日台財税字第10904533690号令

各税の延期または分割納付にかかる解釈令
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参考：2020年5月13日台財税字第10904556490号令

営業税過大納付額の還付にかかる解釈令

一、為各地區國稅局協助受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響發生營運困難之營業人，依加

值型及非加值型營業稅法（下稱營業稅法）第三十九條第二項但書規定申請退還營業稅溢付稅額，特訂

定本作業原則。

二、本作業原則適用範圍如下：

（一）期間：嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（下稱紓困特別條例）施行期間（一百零九

年一月十五日至一百十年六月三十日）。

（二）對象：紓困特別條例施行日營業稅稅籍狀況為營業中之營業人。

（三）條件：前款規定營業人有下列情形之一者，得就其營業稅溢付稅額依營業稅法第三十九條第二項

但書規定向所在地國稅局申請退還。依本作業原則退還之營業稅溢付稅額累計以新臺幣三十萬元為限；

如經查明核定退稅後，其溢付稅額尚有餘額者，應留抵應納營業稅：

1.經中央目的事業主管機關依紓困特別條例第九條第三項所定下列紓困振興或補償紓困辦法，提供紓

困相關措施：

（1）經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法。

（2）交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法。

（3）衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療（事）機構住宿式機構藥商補償紓困辦法。

（4）行政院農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法。

（5）文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法。

（6）其他中央目的事業主管機關訂定之紓困振興或補償紓困辦法。

2.其他受疫情影響，致短期間內營業收入驟減（例如自一百零九年一月起任連續二個月，其平均營業

額較一百零八年十二月以前六個月或前一年同期平均營業額減少達百分之十五）。

三、營業人申請以累積留抵稅額相當之金額作為依營業稅法規定補徵稅額及罰鍰之擔保者，該部分不得

申請退還。

四、營業人依本作業原則申請退還營業稅溢付稅額者，應於第二點第一款規定期間內，檢具申請書（如

附件）及相關證明文件向所在地國稅局提出。

五、營業人依本作業原則申請退還營業稅溢付稅額案件，由所在地國稅局查明辦理，毋須逐案報經財政

部核准。

六、各地區國稅局依本作業原則辦理營業人申請退還營業稅溢付稅額案件，如有查得申報不實情事，應

依營業稅法及相關法令規定辦理。
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